
一
頁

○
文
化
庁
告
示
第
八
十
八
号

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
に
規
定
す

る
著
作
権
者
、
出
版
権
者
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
広
く
国
民
が

容
易
に
視
聴
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
文
化
庁
長
官
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

文
化
庁
長
官

都
倉

俊
一

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
七
に
規
定
す
る
著
作
権
者
、
出
版
権
者

若
し
く
は
著
作
隣
接
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
広
く
国
民
が
容
易
に
視
聴
す
る
こ
と
が

困
難
な
も
の
と
し
て
文
化
庁
長
官
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
九
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
の

場
合
に
限
る
。

一

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
衛
星
一
般

放
送
（
ラ
ジ
オ
放
送
に
限
る
。
）
に
係
る
放
送
番
組
又
は
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百

二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
ラ
ジ
オ
放
送
に
係
る
有
線
放
送
番
組
で

あ
っ
て
、
当
該
放
送
番
組
又
は
有
線
放
送
番
組
に
お
け
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
用
い
た
ラ
ジ
オ
放
送
又
は
有
線
ラ



二
頁

ジ
オ
放
送
の
時
間
が
毎
正
時
か
ら
の
一
時
間
の
半
分
を
超
え
る
も
の
の
自
動
公
衆
送
信
（
当
該
自
動
公
衆
送
信
の

た
め
に
行
う
送
信
可
能
化
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

二

放
送
法
施
行
規
則
別
表
第
五
号
（
注
）
十
に
規
定
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
に
係
る
放
送
番
組
（
当
該
放
送
番

組
が
放
送
さ
れ
る
区
域
に
密
着
し
た
行
政
情
報
、
タ
ウ
ン
情
報
、
交
通
情
報
及
び
観
光
情
報
そ
の
他
の
情
報
に
関

す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
放
送
番
組
に
お
け
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
用
い
た
放
送
の
時
間
が
当
該

放
送
番
組
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
時
間
の
半
分
を
超
え
る
も
の
の
自
動
公
衆
送
信

三

放
送
法
第
二
条
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
以
外
の
者
が
放
送
又
は
有
線
放
送
を
行
う
放
送
番
組
又

は
有
線
放
送
番
組
の
自
動
公
衆
送
信

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


